
昭
和
三
十
六
年
法
務
省
令
第
十
一
号

矯
正
医
官
修
学
資
金
貸
与
法
施
行
規
則

矯
正
医
官
修
学
資
金
貸
与
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第

二
十
三
号
）
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
矯
正
医
官
修
学
資
金
貸
与
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

（
貸
与
の
申
請
手
続
）

第
一
条
　
矯
正
医
官
修
学
資
金
貸
与
法
（
昭
和
三
十
六
年

法
律
第
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条

に
規
定
す
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
医
学
を
履
修

す
る
課
程
の
修
業
年
限
の
二
年
を
経
過
し
た
者
に
限

る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
貸

与
申
請
書
を
法
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
本
籍
及
び
住
所

二
　
学
校
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
入
学
の
年
月
日

三
　
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
入
学
以
後
の
学
歴

四
　
保
証
人
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月

日
、
本
籍
、
住
所
及
び
職
業
並
び
に
本
人
と
の
続
柄

２
　
前
項
の
貸
与
申
請
書
に
は
、
学
業
成
績
表
及
び
保
証

人
と
な
る
べ
き
者
の
保
証
書
並
び
に
学
業
及
び
人
物
に

つ
い
て
の
所
見
を
記
載
し
た
大
学
の
学
長
又
は
学
部
長

の
推
薦
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同

項
の
貸
与
申
請
書
に
、
保
証
人
と
な
る
べ
き
者
が
矯
正

医
官
修
学
資
金
（
以
下
「
修
学
資
金
」
と
い
う
。
）
の

貸
与
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
債
務
を
負
担
す
る
旨
を

記
載
し
、
署
名
押
印
す
る
こ
と
を
も
つ
て
保
証
書
の
添

付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
選
考
）

第
二
条
　
修
学
資
金
を
貸
与
す
る
者
の
選
考
は
、
前
条
の

規
定
に
よ
り
提
出
し
た
書
類
の
審
査
並
び
に
身
体
検
査

及
び
試
問
に
よ
つ
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
貸
与
申
請
書
の
提
出
期
限
等
）

第
三
条
　
第
一
条
の
貸
与
申
請
書
の
提
出
の
期
限
並
び
に

前
条
の
身
体
検
査
及
び
試
問
の
実
施
に
関
す
る
必
要
な

事
項
は
、
毎
年
、
法
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
受
領
書
）

第
四
条
　
法
第
六
条
に
規
定
す
る
修
学
生
（
以
下
「
修
学

生
」
と
い
う
。
）
は
、
修
学
資
金
の
交
付
を
受
け
た
と

き
は
、
そ
の
つ
ど
、
受
領
書
を
法
務
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
返
還
免
除
の
手
続
）

第
五
条
　
法
第
七
条
第
一
項
又
は
法
第
九
条
第
一
項
、
第

二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
修
学
資
金
の
返

還
の
債
務
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
返
還
免
除
申
請
書
に
、

第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲

げ
る
事
項
を
証
す
る
に
足
り
る
書
面
を
添
え
て
、
こ
れ

を
法
務
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
返
還
未
済
の
修
学
資
金
の
額

二
　
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
額

三
　
在
職
し
た
法
第
一
条
に
規
定
す
る
施
設
（
以
下

「
矯
正
施
設
」
と
い
う
。
）
又
は
矯
正
医
官
修
学
資
金

貸
与
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
九
十
五

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
掲
げ
る
機

関
の
名
称
及
び
在
職
し
た
期
間

四
　
法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
又
は
法
第
九
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
医
師
と
な
つ
た
年
月
日

並
び
に
前
号
に
掲
げ
る
期
間
中
に
お
け
る
休
職
又
は

停
職
の
有
無
及
び
あ
る
と
き
は
そ
の
期
間

五
　
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
又
は
法
第
九
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
公
務
に
よ
り
死
亡
し
、
又
は
公
務
に
起
因

す
る
心
身
の
故
障
の
た
め
免
職
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

旨
及
び
そ
の
年
月
日

（
返
還
明
細
書
）

第
六
条
　
法
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
こ
と

に
よ
り
修
学
資
金
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
（
法
第
九
条
の
規
定
に
よ

る
返
還
の
債
務
の
免
除
を
申
請
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
申
請
に
対
す
る
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
）
か
ら

起
算
し
て
二
十
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
返
還
明
細
書
を
法
務
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
期
間
及
び
法
第
六
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
貸
与
さ
れ
な
か
つ
た
修
学
資

金
に
係
る
期
間
が
あ
る
と
き
は
そ
の
期
間

二
　
返
還
す
べ
き
修
学
資
金
の
額

三
　
月
賦
又
は
半
年
賦
の
別
に
よ
る
返
還
方
法
及
び
返

還
額

四
　
返
還
完
了
年
月

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
明
細
書
の
提
出
を
行
な
つ

た
者
は
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
そ
の

変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
返
還
方
法
変
更

承
認
申
請
書
を
法
務
大
臣
に
提
出
し
て
、
そ
の
承
認
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
返
還
猶
予
の
手
続
）

第
七
条
　
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
修
学
資
金
の
返
還
の

債
務
の
履
行
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
返
還
猶
予
申
請
書

に
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
に

足
り
る
書
面
を
添
え
て
、
こ
れ
を
法
務
大
臣
に
提
出

し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
返
還
未
済
の
修
学
資
金
の
額

二
　
矯
正
施
設
又
は
令
第
三
条
に
掲
げ
る
機
関
に
在
職

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
機
関
の
名
称
及
び
医

師
と
な
つ
た
年
月
日

三
　
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
、
矯
正
施
設
又

は
令
第
三
条
に
掲
げ
る
機
関
の
職
員
で
な
く
な
つ
た

後
、
引
き
続
い
て
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

二
百
一
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

臨
床
研
修
（
以
下
単
に
「
臨
床
研
修
」
と
い
う
。
）

を
行
な
つ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
臨
床
研

修
を
行
な
つ
て
い
る
期
間

四
　
災
害
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
理
由
及
び
猶
予
を
受
け
よ

う
と
す
る
期
間

（
学
業
成
績
表
の
提
出
）

第
八
条
　
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
学
業
成
績
表
の
提
出

は
、
毎
年
四
月
十
五
日
ま
で
に
、
前
学
年
度
末
に
お
け

る
学
業
成
績
を
証
す
る
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
健
康
診
断
）

第
九
条
　
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
健
康
診
断
は
、
法
務

大
臣
が
指
示
す
る
実
施
の
場
所
及
び
期
日
に
お
い
て
受

け
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
修
学
生
は
、
法
務
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
内
に

医
師
の
健
康
診
断
を
受
け
、
そ
の
結
果
を
証
す
る
書
面

を
法
務
大
臣
に
す
み
や
か
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
届
出
）

第
十
条
　
修
学
生
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
に
至
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
法
務
大
臣
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
。

二
　
退
学
し
た
と
き
。

三
　
修
学
に
堪
え
な
い
程
度
の
心
身
の
故
障
を
生
じ
た

と
き
。

四
　
休
学
し
、
又
は
停
学
の
処
分
を
受
け
た
と
き
。

五
　
復
学
し
た
と
き
。

六
　
保
証
人
の
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
職
業
に
変
更
が

あ
つ
た
と
き
、
又
は
保
証
人
が
死
亡
し
若
し
く
は
保

証
人
に
破
産
手
続
開
始
の
決
定
そ
の
他
保
証
人
と
し

て
適
当
で
な
い
事
由
が
生
じ
た
と
き
。

２
　
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の

旨
を
法
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
一
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当

す
る
と
き
。

二
　
大
学
を
卒
業
し
た
後
直
ち
に
矯
正
施
設
の
職
員
と

な
つ
た
と
き
。

三
　
前
号
の
者
が
矯
正
施
設
の
職
員
と
な
つ
た
日
か
ら

起
算
し
て
二
年
以
内
に
医
師
と
な
つ
た
と
き
。

四
　
矯
正
施
設
又
は
令
第
三
条
に
掲
げ
る
機
関
の
職
員

で
な
く
な
つ
た
と
き
。

五
　
臨
床
研
修
を
中
止
し
、
又
は
終
了
し
た
後
、
引
き

続
い
て
再
び
矯
正
施
設
又
は
令
第
三
条
に
掲
げ
る
機

関
の
職
員
と
な
つ
た
と
き
又
は
な
ら
な
か
つ
た
と

き
。

３
　
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
は
、
毎
年
四
月
十
五

日
ま
で
に
、
四
月
一
日
に
お
け
る
職
業
並
び
に
勤
務
先

の
名
称
及
び
所
在
地
を
法
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
矯
正
施
設
又
は
令
第
三
条
に
掲

げ
る
機
関
の
職
員
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
八
月
三
日
法
務
省
令
第

三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十

三
年
五
月
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
〇
日
法
務
省
令

第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
八
日
法
務
省
令

第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
一
五
日
法
務
省

令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

1


